
第 1 章 中国自動車産業の環境政策  
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規制対象：

一定規模以上自動車
メーカー

基礎計算台数：

過去生産台数

達成条件：
数%NEVシェア

次第に引き上げる

ICE車による
‐クレジット

NEVによる
＋クレジット

+ クレジット

‐OR＋

- クレジット

他社に売却

蓄積、今後利用

前期超過クレジット繰入

政府から購入

他社から購入

NEV規制

規制対象メーカー

【中国、NEV 規制の仕組み】 

（2014 年 11 月 CATARC 情報研究所の劉斌氏の講演内容より作成）

【中国、NEV 規制の議論焦点】 

（FOURIN 取材、iCET 資料より作成）

【中国、NEV 規制の基本的な考え方】 

（2014 年 11 月 CATARC 情報研究所の劉斌氏の講演内容より作成）

政策骨子

ICE車からの罰金、クレジッ
ト売買による収益をNEVに
回し、NEV産業発展を育成
する。

自動車メーカーは、ICE車を1
台生産すると、マイナスのク
レジット(政府への借り)が生

じる。NEV生産かクレジット購

入かでクレジットを返済する。
そうしないと、罰金を受ける

NEVクレジット売買マーケッ

トを創設、メーカー間の余分
のクレジット売買を行う。

NEV規制を通じて、NEVのコ

ストを分担し、先進技術メー
カーは長期投資を拡大させる。

メーカーは、クレジット価格を
確認したうえで、自分自身で
NEVを開発・生産するか、ク
レジット購入するかを決める

罰則

罰金？

行政ペナルティ?

・行政ペナルティの理由の正当性が必要。省エネ以外はな
にか？
・生産中止等強行的な行政指導は、実施するのが困難。

罰金は法的な根拠が不明確である。
NEV罰金はメーカーに徴収する行政費用としてみなされる
場合

財政部主導で、工信部と発改
委と共同で国務院から承認を
受けなければいけない。

上海の炭素排出取引管理弁
法に規定された最高10万元
の罰金制度を採用するか

NEVクレジットを炭素排出取引システムに組み込むか

・炭素排出取引(Emission Trading System、ETS)はCO2に
換算する必要。NEVクレジットはバーチャル的なもので、ど
うCO2に換算することを研究している。
・UC Davis、 CATARCとUC Davisにより設立されたChina–
U.S. ZEV Policy Labは、ETSに統合しないほうがよいとの
意見。

全国実施か、モデル都市実施か

モデル都市地域の
場合

・北京、上海、深圳、重慶等7都市地域が検討している模様。
・最終的に北京、合肥、広東省等2、3都市地域のみを選ぶ
可能性が高い。

自動車メーカーがNEV規制に達成するには、生産したNEV
が充電インフラが必要である。
NEV規制に充電インフラをどう組み込むか？

充電インフラ

CAFCのクレジット売買とNEVクレジット売買の関係

・工信部は、 NEVクレジット売買は現在検討中CAFCのクレ
ジット売買の役割が弱体化すると懸念している。
・当面は、2つ売買システムが独立で実施し、将来は、統合
することを検討。

る可能性が高い、ということが関連部門の一致した

見立てである。 

導入初期の実施範囲以外にも、罰則規定、炭素

排出取引への組み込み、CAFC クレジットとの関係、

充電インフラのクレジット付与等が議論されている。

罰金は上海の炭素排出取引規制に規定された最高

10 万元の罰金制度が検討されたが、効果が限定的

との評価から採用は見送られる可能性が高い。最終

的には、国務院の承認を得て、高額な罰金額が決

められると見られる。 


